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梶原九州男総合後援会
『梶原九州男の政治活動を支援する会』

【事務所】〒870-0023
　　　　　大分市長浜町1－2－8（甲斐ビル2階）
　　　　　TEL（FAX）：097－537－1271
　　　　　E-mail　kusuo@fat.coara.or.jp

介護保険相談窓口 開設！介護保険相談窓口 開設！

日頃からのご支援ご協力に感謝申し上げま

す。すでに、ご案内のとおりいよいよ平成

12年４月より介護保険がスタートします。

つきましては右記のとおり介護保険の相談

窓口を開設することとなりました。ご相談・

問い合わせに対しましては、梶原県議会議

員・福崎市議会議員及びOBの皆様方のご

協力をいただくようになっております。お

気軽にお問い合わせ下さい。
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駐車場は同ビル
2番になります
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    事務所の所在地

梶原九州男事務所
大分市長浜町1－2－8（甲斐ビル2階）
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  ② 相 談 日 時       ③ 問い合せ方法

                        ●●●●    曜日曜日曜日曜日：　毎週：　毎週：　毎週：　毎週        火火火火・水・水・水・水・木・木・木・木（３日間）       ● ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ・ＦＡＸ・ＦＡＸ・ＦＡＸ・ＦＡＸ    ０９７－５３７－１２７１０９７－５３７－１２７１０９７－５３７－１２７１０９７－５３７－１２７１

                        ●●●●    時間時間時間時間：：：： 10 10 10 10：：：：00000000～～～～16161616：：：：00            00            00            00            ●●●●    　　　　E-mailE-mailE-mailE-mail  kusuo@fat.  kusuo@fat.  kusuo@fat.  kusuo@fat.coara.or.jpcoara.or.jpcoara.or.jpcoara.or.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　直　接　訪　問直　接　訪　問直　接　訪　問直　接　訪　問

     ④ 保険の申請について （待っていてもダメ！）（待っていてもダメ！）（待っていてもダメ！）（待っていてもダメ！）

● 介護サービス利用の希望があるときは、市の介護保険準備室の窓口や各支所、出張所へ介護サービス利用の希望があるときは、市の介護保険準備室の窓口や各支所、出張所へ介護サービス利用の希望があるときは、市の介護保険準備室の窓口や各支所、出張所へ介護サービス利用の希望があるときは、市の介護保険準備室の窓口や各支所、出張所へ
            本人または家族が申請を行ってください。市の方からの連絡はありません。本人または家族が申請を行ってください。市の方からの連絡はありません。本人または家族が申請を行ってください。市の方からの連絡はありません。本人または家族が申請を行ってください。市の方からの連絡はありません。

           （指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に、介護認定の申請を依頼することもできます）

     ⑤ 介護サービスを受けるには

                 直  接

                                                                              　通知            依頼依頼依頼依頼

                                            　　一次            二次
            代行            代行             　　判定            判定         ･要支援
             依頼            申請                                             ･要介護１
                                                                              ･要介護２
                                                                              ･要介護３
                                                                              ･要介護４
                                                                              ･要介護５

                           主治医の意見書主治医の意見書主治医の意見書主治医の意見書                                      非該当非該当非該当非該当
                                                                              （自立）

                                                                                                  ｻｰﾋ ｽ゙ｻｰﾋ ｽ゙ｻｰﾋ ｽ゙ｻｰﾋ ｽ゙
                                                                                                   のののの
                                                                                                  利利利利 用用用用

　　　認定結果に不服のあるときには
     ・ 大分県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。
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介護認定審査会の審査・判定結果を受けて、各市町村から申請をされた
人に認定結果を通知します。

結果通知が届いたら結果通知が届いたら結果通知が届いたら結果通知が届いたら
  要介護認定の結果通知により、要支援もしくは要介護と認定された人は、要介護度に応じてどの
　　サービスをどのように利用するかというケアプラン（介護サービス計画）を作成します。

  このケアプラン作成は、居宅介護支援事業者に作成を依頼することが出来ます。
  ケアプラン作成については、全額が保険給付となりますので、利用者の負担はありません。
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